












(3) 

 

同 意 書 

 
 “お子様が病気の際“のサービスにつきましては、事前にお申し出いただき、お子様

の状態を確認させて項いた上で、ご依頼をお受けする場合がございます。 

ベビーシッターも保護者の方の指示に基づいて、最善を尽くしておりますが、万一、

ご利用中、または、ご利用後にお子様の病状が悪化することがありましても責任は負

いかねますのでご了承下さい。 

 

 

私は以上のことを承諾した上で、病気の際にもサービスを利用します。 

 

 

 

 

 

   年   月   日 

 

株式会社メアリーポピンズ殿 

 

申込者氏名 （印） 












	■
	■入会申込書セット
	規約ﾒｱﾘｰﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ
	第１条   名称・目的
	本サービスは、メアリーポピンズ　ベビーシッターサービス（以下、本サービス）と称し、お子様の保育をするものを、ベビーシッターと呼びます。

	第２条   所在地
	本サービスの本部は、神戸市中央区元町通３－１７－８　ＴＯＷＡ神戸元町ビル９階　株式会社メアリーポピンズ内とします。

	第３条   運営・管理
	本サービスは、株式会社メアリーポピンズが行います。

	第４条   会員
	本サービスは会員制とし、会員は規約に従うものとします。

	第５条   入会資格
	株式会社メアリーポピンズに入会申込みをし、会社の承認をえた上､入会金、年会費を納入されたご家族を会員として登録します。

	第６条   会員有効期限
	会員資格の有効期限は、入会時より年会費を納め、会員資格を喪失するまで特に期間の定めのないものとします。

	第７条   入会手続
	入会希望のご家族は所定の書類を作成、返送し、別紙記載の会費を納入するものとします。

	第８条   入会金・年会費
	１. １家族につき有効とします｡
	２. ご利用日までに銀行振り込みとします。
	３. 既に納めた入会金・年会費は、理由のいかんを問わずこれを返却いたしません。


	第９条   会員資格の一時停止・除名
	会社は会員が次の各項目の一つに該当すると認めた場合は、会員たる資格の一時停止、又は、除名をすることができます。
	１. 本サービスの規約に違反した時。
	２. 本サービスの名誉及び信用を傷つけ又は、秩序を乱した時。
	３. 利用料金、年会費の支払を滞納し、期限を定めた催告にも応じない場合。
	４. ベビーシッター個人にサービスの依頼を行った場合。


	第１０条   会員資格の喪失
	会員は会員資格を次の場合に喪失します。
	１. 会員本人による退会の申出があった場合｡
	２. 除名された場合。


	第１１条   利用料金
	本サービス利用料金は基本料金、割増料金、保険料、交通費、別途料金（食費、沐浴、入浴）から構成されます。
	１. 基本料金、割増料金、保険料については別紙料金表の通り。
	２. 交通費については、ベビーシッターの往復の電車、バス代の実費。早朝、夜間（２１：３０以降）の場合、又は最寄り駅から遠方の場合は、タクシーを利用させて頂くこともありますのでご了承下さい。
	３. 食費については、ベビーシッターは一食目に限り持参いたしますが、下記の規定時間の二食目からは、ご用意頂くか、一部負担として５００円をお支払い頂くなどの配慮をお願いいたします。 （規定時間－８：００、１２：００、１９：００）


	第１２条   利用方法
	１. ご利用の受付はすべて予約制です。予約希望日の２日前（ただし、日．祝日は数えません）の受付時間内にお電話でご予約下さい。
	 電話受付時間：平日（月～土）１０：００～１８：００
	 日曜．祝日．夏期（盆）．冬期（年末年始）の受付業務は行っておりません。
	 ベビーシッターへの直接の予約、変更のご依頼はお受けできません。

	２. 予約申込み時には、会員番号とお名前を先にお申出頂き、日時．場所． 対象人数．お子様の体調．お世話の主旨をお知らせ下さい。
	 ご利用時間内に幼稚園．保育所．教室への送迎や同行が含まれる場合は、あらかじめ詳細をご連絡願います。
	 お子様が病気等、異常のある場合は、原則として、ご依頼はお受けできません。ただし、医師判断により快方に向かっている場合は、あらかじめお申出頂き、割増料金にてご相談に応じます。（同封の同意書に署名捺印の上、返送しておいてください。）

	３. 予約時間は前後の引継ぎ時間を含めた、できる限り正確な時間帯をご予約下さい。
	 ３時間から、その後は１５分単位で承ります。
	 ベビーシッター業務は、２４時間体制、年中無休サービスといたします。

	４. 予約時間の変更について
	 当日の時間短縮の場合は当日キャンセル扱いになります、当日の時間延長の場合は、当日延長料金が加算されます。（ただし、延長のおそれのある場合は、事前にお申し出下さい。）
	 前日の時間短縮の場合は前日キャンセル扱いになります｡

	５. ご利用は、単発でも、長期でも承ります。ただし、定期利用、継続利用、産褥シッター利用などの場合は、できる限り、お早めにご予約下さい。また、出張、宿泊、旅行同伴の場合もご相談下さい。
	６. ベビーシッターは、危険を伴う家事労働は、一切お受けできません。常にお子様から目をはなすことがないように努めております。
	 お子様の食事は、調理済のものを、ご用意願います。
	 産褥シッターなどで家事労働を含めた依頼の場合は、事前にお申し出願います。

	７. お子様が３名以上の場合や、法人、団体利用等で月齢の近いお子様が複数の場合にはベビーシッターが２名以上でお世話させて頂く場合があります。


	第１３条   お支払方法
	１. ご利用料金は原則として後日、銀行振り込みとします。（ご利用明細は、毎月、月末締めで計算の上、翌月１５日までに請求書を郵送いたします。）
	２. 支払期限は、ご利用翌月の月末までとします。
	３. 支払方法は、初回ご利用分は銀行振り込みにて、２回目以降のご利用分については、便利な、各銀行、郵便局の口座自動引き落としも利用できます。
	４. ご利用当日には、交通費（電車バスの実費、又はタクシー代）だけを、シッティング終了時に、ベビーシッターに直接お支払下さい。


	第１４条   キャンセル料
	１. ご利用日前日の受付時間内の場合は、予約時間料金の半額を承ります｡
	２. ご利用日前日の受付時間以降の場合は、予約時間料金の全額を承ります｡
	３. シッター到着後のキャンセルの場合は、交通費も含まれます。
	４. ご利用日前日の時間変更については、前日キャンセル扱いになります。


	第１５条   保険の適応
	事故．器物破損の場合は、当社加入の三井海上火災保険株式会社規定の範囲内で補償いたします。

	第１６条   保険の適応外
	不可抗力による事故等の場合は、保険金の支払われない場合もございます。

	第１７条   利用制限
	１. ご予約日の２日以前のご依頼でも、ベビーシッターのスケジュール上、対応できない場合もありますので、ご了承下さい。
	２. ご利用場所の制限は原則としてございませんが、お子様の年齢に適した保育環境のない場合は、対応できかねるか、場所の確保を事前にして頂く場合もございますので、ご了承下さい。


	第１８条   規約の改訂
	本規約の改訂は株式会社メアリーポピンズが定め、その効力は全会員に及ぶものとします。
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